
○ 日本型直接支払制度（多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払）は、平成27年度以降、
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき実施。

○ 農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行い、多面的機能が今後とも適切に発
揮されるようにするとともに、担い手の育成等農業の構造改革を後押し。

日本型直接支払制度

○ 平成26年度は、第３期対策の最終年度であること等から、平成25年度と同程度

(約69万ha)の実施状況。(平成27年度から第4期対策が開始)

○ 制度創設年度である平成26年度は、従来の農地・水保全管理支払の約1.3倍

（約50万haの増）に当たる、約200万haの農用地に取組が拡大。

中山間地域等直接支払交付金

多面的機能支払交付金

農地維持支払

多面的機能を支える共同活動を支援。

※担い手に集中する水路・農道等の管理を地
域で支え、農地集積を後押し。

資源向上支払

地域資源（農地、水路、農道等）の
質的向上を図る共同活動を支援。

中山間地域等の条件不利地域の傾
斜地等と平地との生産コスト差に
係る支援。

交付単価例：3,000円/10a（都府県・田）

交付単価例（共同活動）：2,400円/10a（都府県・田）

H26年度の取組

H26年度の取組

主な交付単価

水路の泥上げ

農地法面の草刈り

地目 区分 交付単価（円/10a）

田
急傾斜（1/20～） 21,000

緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500

緩傾斜（８度～） 3,500

機械の共同化

地場農産物の直売

H22 H23 H24 H25

協定数 26,937 27,570 27,849 28,001

交付面積 ①
(交付面積率 ①/②)

66.2万ha
(82.8%)

67.8万ha
(81.9%)

68.2万ha
(82.1%)

68.7万ha
(82.0%)

対象農用地面積 ② 80.0万ha 82.7万ha 83.1万ha 83.8万ha

（参考）平成22年度～25年度の実施状況

（参考）平成25年度の実施状況
全国

農地維持支払取組面積 196万ha

農振農用地に対するカバー率 46%

H25年度からの増加面積
（伸び率）

49万ha
（133%）

全国

取組面積 147万ha

農振農用地に
対するカバー率

35%

協定数 28,078

交付面積 ①
（交付面積率 ①/②）

68.7万ha
(82.0%)

対象農用地面積 ② 83.8万ha

環境保全型農業直接支払交付金

交付単価例（緑肥の作付け）：8,000円/10ａ

（堆肥の施用） ：4,400円/10ａ

H26年度の取組

○ 平成26年度は、平成25年度の約1.1倍に当たる、約58千haに取組が拡大。

堆肥の施用

冬期湛水管理

（参考）平成25年度の実施状況
自然環境の保全に資する農業生産
活動の実施に伴う追加的コストに
係る支援。 緑肥の

作付け
堆肥の
施用

有機農業
地域特認
取組

取組
面積

51千ha 12千ha 10千ha 13千ha 16千ha

全国
緑肥の作付け 堆肥の施用 有機農業 地域特認取組

取組面積 58千ha 12千ha 12千ha 13千ha 20千ha

H25年度からの
伸び率

113% 100% 119% 100% 130%

全国
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平成26年５月に施行した農山漁村再生可能エネルギー法に基づき、地域が主体となっ
て協議会を設立し、農林漁業の健全な発展と調和のとれた形での再エネの導入を促進
(同法に基づく市町村の基本計画作成済が７、作成中が９、検討中が27の状況(27年６月末))

資源の賦存状況や国土保全等
の観点も踏まえ、木質バイオ
マス発電や地熱発電等を実施。

農村における再生可能エネルギーの生産・利用を通じた地域への利益還元

○ 国土の大宗を占める農山漁村は、森林資源等のバイオマス、水、土地などの資源が豊富に存在し、再生可能エネル
ギー利用の面で高いポテンシャル。平成24年7月に開始された固定価格買取制度により、再生可能エネルギー発電の
事業採算性が向上。農山漁村において新たな所得機会の可能性。

○ 農山漁村再生可能エネルギー法の積極的な活用等を通じ、農業者など地域主体の再生可能エネルギーの生産・利用
を拡大することにより、農業経営の改善や地域への利益還元を進め、農村の活性化を図る。

■再生可能エネルギーによる利益の地域への還元

各電源共
通

資本費

発電設備建設費

接続費用

設備の廃棄費用

運転維
持費

人件費

修繕費

土地の賃借料

諸費（損害保険
料など)

一般管理費

租税 固定資産税

電源特有
の費用

バイオ
マス

燃料費

所得

売電収入

支出

地権者へ

市町村へ

森林組合等のバイオマス供給者
へ（地域の未利用木材の場合）

地元企業（施工業者、メンテナ
ンス請負業者、地域金融機関
等）の事業への参画により、地
域経済への波及効果も期待。

地域の主体が参画することで、
地域の新たな所得獲得の機会と
なり得るとともに、売電利益の
活用により、例えば、地域の農
林漁業の発展に資する取組の推
進が可能に。

※支出は代表的なものを例示

○国土構成

※ どの程度の再生可能エネルギー発電が導入されるかは、それぞれの地域の資源の賦存状況を踏まえた
発電事業者の判断等によるものであり、上記全てが再生可能エネルギー発電に活用されるわけではない。

・再生利用困難な荒廃農地の面積：12.5万ha
仮に単純に全てに太陽光発電設備を整備した場合

・年間発電量：854億kWh

◆太陽光発電

◆農業用水利施設による小水力

・年間発電量：8.9億kWh
（未開発の包蔵水力エネルギー及び開発済みの中小水力発電量から試算）

◆木質バイオマス発電

・未利用間伐材等の年間発生量：2,000万ｍ３

仮に全て木質バイオマス発電に活用した場合
・年間発電量：70億kWh

日本の国土：3,780万ha

森林
2,506万ha

66.3％

農地
454万ha
12.0％

宅
地

192

万
ha
5.1%

その他
357
万ha
9.4％

洋

上

河
川
水
路

134
万
ha

3.5%

道
路

137

万
ha
3.6％

（資料）国土交通省「平成26年度土地に関する動向」

食料供給等の機能に支障を来さ
ないよう留意しつつ、太陽光発
電や陸上風力発電等を実施。

地理的条件に応じて、
水力発電や小水力発
電を実施。

＜主要課題＞

■農山漁村における再生可能エネルギー資源の賦存

○農山漁村における再エネ発電のポテンシャル

再エネ発電による利益を地域の活性
化にいかに結びつけるかが課題
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女
[70歳以上]男

女
[60～69歳]男

女
[50～59歳]男

女
[40～49歳]男

女
[30～39歳]男

女
[20～29歳]男

全 体

ある(小計) 31.6 ない(小計) 65.2

ある どちらかと どちらとも わから どちらかと ない

いうとある いえない ない いうとない

％

資料：内閣府「農山漁村に関する世論調査」（平成26年８月）

資料：農林水産省農村振興局調べ
注：平成22年度の実績は被災３県を除いた数値

都市農村交流や農村への移住・定住等の促進

○ グリーン・ツーリズムと広域観光周遊ルート等を組み合わせることで、新たな観光需要を開拓。外国人旅行者の受
入体制の構築や、子供の農村での宿泊による農業体験の促進に向けて宿泊・体験施設の整備や受入体制づくり、体験
活動を支援する人材の育成等を推進。
また、高齢者の健康や生きがいの向上、障害者等の自立支援のための福祉農園の拡大、定着等に向けた取組を推進。

○ 農村等への移住・定住に必要となる情報提供や相談支援の充実に向けた取組を推進。「お試し」的に居住できる仕
組みづくり、二地域居住の促進、移住前後のきめ細やかな相談体制の整備を図るとともに、空き家、廃校等を活用し
た就農研修施設等の整備や就農と居住をパッケージ化した総合的支援プランの策定等の取組を推進。

■都市住民の農山漁村地域への定住願望の有無■交流人口（グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数）

777 795 813 844 848

745

886 903 925

1027
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【女性の担い手・社会経験を
積んだ者の活躍】

マーケティング・経理事務など農山漁村に
不足する能力を補強し、地域経済の発展
に寄与

京都府京丹後市チャレンジつねよし百貨店

魅力ある農山漁村づくりに向けて ～ 都市と農山漁村を人々が行き交う「田園回帰」の実現 ～

農山漁村

【多様なライフスタイルの
選択肢の拡大】

地域の仕事や暮らしに関する情報を豊富
に提供し、農山漁村への移住・定住や二
地域居住、Ｕターンを促進

移住・定住等の促進イメージ

農山漁村に
接する機会
の高まり

都市住民

定 住

群馬県川場村

【地域の暮らしを支える取組】

民間団体等が高齢化した農家のサ
ポートや集落が担ってきたコミュニティ
機能を補完

新潟県上越市櫛池地区 庭先集出荷

【拠点への機能集約とネットワーク化の強化】

診療所、福祉施設等の生活サービスの提供の拠点を基幹
集落に集約し、周辺地域とネットワークでつないだ「拠点＋
ネットワーク」を形成

ＪＡ京都、ＡＴＭ

バス停

農業振興総合センター

お祭り広場

診
療
所

京都府南丹市美山町平屋地区 拠点＋ネットワーク

健康福祉センター

物販販売所(1F)
行政窓口(2F)

高齢者コミュニティセンター

物販販売所(乳製品)

【拡大図】

【広域図】

【「地域内経済循環」のネット
ワーク構築】

地域に埋もれた未利用資源を発掘し、域外
に流出していた価値を域内に再投資

岡山県真庭市 真庭バイオマス産業都市のイメージ

【社会的企業（ソーシャル・
ビジネス）の活躍】

地域資源の活用等により小さなビジネスを
営みつつ、民間主体で地域の課題解決に
取り組み、地域コミュニティを活性化

島根県雲南市地元の農産物を加工

【都市と農山漁村の結び付き】

一過性のブームに終わらない積極的な都市
と農山漁村の交流

群馬県川場村 世田谷区との交流を促進

都市住民とのつながり
を強める

集落間の結び付きを強める 農山漁村にしごとをつくる
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都市農業振興基本法に基づく都市農業振興対策の構築

○ 都市農業は、新鮮な食料の供給、緑や農業体験の場の提供、防災空間の確保等の多様な機能を発揮。
○ 都市住民を対象とした各種のアンケートにおいては、都市農業・都市農地の保全を望む回答が多数。人口減少等が進
む中で、まちづくりの観点からも、都市農地の有効活用や適正な保全が課題。

○ このような状況を背景として、本年４月、都市農業振興基本法が制定。同法に基づき、国土交通省等と連携し、法制
上、財政上、税制上等の措置を総合的に検討。

○ 都市農業の多様な役割

新鮮で安全な
農産物の供給

都市住民の農業
への理解の醸成

災害時の
防災空間

国土・環境
の保全

農業体験・
交流活動の場

心やすらぐ
緑地空間

○ 住民の都市農業・都市農地の保全
に対する考え方

三大都市圏
特定市

目的

基本的施策

○都市農業の安定的な継続
○都市農業の有する機能の適切・十分な発揮→良好な都市環境の形成

都市農業振興基本法の概要

①農産物供給機能の向上等
②防災、景観形成、国土・環境保全
③的確な土地利用計画の策定
④税制上の措置

⑨都市住民による農業知識等の
習得の促進
⑩調査研究の推進
⑪連携協力による施策の推進

都市計画制度

昭和43年制定の都市計画法によ
り、 「おおむね10年以内に優先的か
つ計画的に市街化を図るべき区域」と
して、市街化区域が設定

生産緑地制度

市街化区域内にあって、良好な生
活環境の確保に効用があり、かつ、
公共施設用地等
の敷地に適して
いる農地等を、
生産緑地地区と
して指定し、保全

固定資産税

生産緑地は、一般の農地と同様、
農地評価・農地課税

相続税納税猶予制度

三大都市圏特定市では、生産緑
地において相続人が営農を継続す
る場合、相続税の納税猶予の適用
が可能

小規模宅地特例（相続税）

自宅と農機具置き場等の敷地に
ついて、最大730㎡まで相続税の課
税評価額を減額

都市農業機能発揮対策事業

（平成28年度予算概算要求額2.5億
円）

・都市農業についての制度検討

・都市農業の意義の周知

・福祉農園の開設

を推進

法制上の措置 税制上の措置 財政上の措置

基本理念等を定めることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進

⑤農産物の地元での消費促進
⑥農作業体験の環境整備
⑦学校教育における農作業体験の充実
⑧国民の理解と関心の増進

都市農業に関する現行の措置

是非残して
いくべき
40.3％

どちらかといえば
残していくべき

36.1％

どちらかといえば
宅地化すべき
6.1％

積極的に
宅地化すべき
2.6％

保全すべき

76.4％

どちらとも
言えない
15.1％

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
三大都市圏特定市の都市住民2,000人を対象に平成27年3月に実施
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④ 東日本大震災からの復旧・復興に関する施策
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